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北九州市告示第３２６号 

 令和３年１０月北九州市恒見財産区議会定例会を次のとおり招集する。 

令和３年９月１５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 期日 令和３年１０月７日 

２ 場所 恒見集会所会議室（北九州市門司区恒見町２１番１号） 
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工事名 楠橋小学校トイレ洋式化機械工事
工事場所 北九州市八幡西区楠橋上方一丁目３番１号
工事内容 学校のトイレ洋式化機械工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１４日まで
予定価格 ２，０１８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 管工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）について、
単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを
含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等

Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額
を含む。）の本市が発注した管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（
注３）を除く。）で令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共
同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止
５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前９時２４分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

この工事に関連する「楠橋小学校他１校トイレ洋式化建築工事」が入札不成立となった場合は、この工事の入
札を中止する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市公告第６６２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年９月１５日

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
 (３)　 この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。
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注４　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
　

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（４）  この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
  ）とする。
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工事名 徳力小学校トイレ洋式化機械工事
工事場所 北九州市小倉南区徳力新町二丁目２番１号
工事内容 学校のトイレ洋式化機械工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１４日まで
予定価格 １，５５３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 管工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）について、
単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを
含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等

Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額
を含む。）の本市が発注した管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（
注３）を除く。）で令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共
同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止
５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前９時４８分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

この工事に関連する「城野小学校他１校トイレ洋式化建築工事」が入札不成立となった場合は、この工事の入
札を中止する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市公告第６６３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年９月１５日

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
 (３)　 この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

5



注４　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
　

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（４）  この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
  ）とする。
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工事名 赤崎小学校トイレ洋式化機械工事
工事場所 北九州市若松区西小石町８番１号
工事内容 学校のトイレ洋式化機械工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１４日まで
予定価格 １，４２０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 管工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）について、
単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを
含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等

Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額
を含む。）の本市が発注した管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（
注３）を除く。）で令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共
同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止
５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前１０時１２分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

この工事に関連する「赤崎小学校他１校トイレ洋式化建築工事」が入札不成立となった場合は、この工事の入
札を中止する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市公告第６６４号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年９月１５日

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
 (３)　 この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。
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注４　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
　

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（４）  この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
  ）とする。
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工事名 西門司小学校トイレ洋式化機械工事
工事場所 北九州市門司区東新町一丁目１０番１号
工事内容 学校のトイレ洋式化機械工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１４日まで
予定価格 １，３１５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 管工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）について、
単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを
含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等

Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額
を含む。）の本市が発注した管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（
注３）を除く。）で令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共
同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止
５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前１０時３６分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
 (３)　 この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

１０　その他

北九州市公告第６６５号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年９月１５日

この工事に関連する「松ヶ江南小学校他１校トイレ洋式化建築工事」が入札不成立となった場合は、この工事
の入札を中止する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間
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注４　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
　

（４）  この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
  ）とする。

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
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工事名 鴨生田小学校トイレ洋式化機械工事
工事場所 北九州市若松区鴨生田四丁目１３番１号
工事内容 学校のトイレ洋式化機械工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１４日まで
予定価格 １，１５５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 管工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）について、
単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを
含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等

Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額
を含む。）の本市が発注した管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（
注３）を除く。）で令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共
同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止
５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前１０時１２分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

この工事に関連する「赤崎小学校他１校トイレ洋式化建築工事」が入札不成立となった場合は、この工事の入
札を中止する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市公告第６６６号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年９月１５日

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
 (３)　 この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。
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注４　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
　

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（４）  この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
  ）とする。
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工事名 小倉南区役所外壁改修他工事
工事場所 北九州市小倉南区若園五丁目１番２号
工事内容 小倉南区役所の外壁改修他工事
工期 請負契約締結の日から令和４年５月１９日まで
予定価格 ６，８５９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 建築工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
建築工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等

Ａランク業者については予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の、Ｂランク業者については予定価格１，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を
含む。）の本市が発注した建築工事で令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札する
ものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前９時８分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第６６７号

９　その他

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　　令和３年９月１５日

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　規定する有資格業者名簿をいう。
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工事名 小倉駅小倉城口ペデストリアンデッキ（公共歩廊西側）改修電気工事
工事場所 北九州市小倉北区浅野一丁目
工事内容 小倉駅小倉城口ペデストリアンデッキの改修電気工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 １，１５２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注３）を除く。）で令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札す
　るものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止
５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前９時１６分
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

北九州市公告第６６８号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年９月１５日

この工事に関連する「小倉駅小倉城口ペデストリアンデッキ（公共歩廊西側）改修工事」が入札不成立となっ
た場合は、この工事の入札を中止する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
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（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　定する協議をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　一時中止をいう。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注７　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
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工事名 大里公園基盤整備工事（３－１）
工事場所 北九州市門司区不老町一丁目
工事内容 電気設備工一式、管理施設整備工一式　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１５日まで
予定価格 １，８３４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 造園工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 造園工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
造園工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の造園
工事で令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構
成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前９時２５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

注３　令和３・４年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請要領又は令和３・４年度北九州市建設工事入札参加資格審査

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

９　その他

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　申請随時受付申請要領に基づく登録手続をいう。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

北九州市公告第６６９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年９月１５日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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工事名 一般国道２１１号（第２工区）道路改築工事（３－１）
工事場所 北九州市八幡西区小嶺一丁目
工事内容 工事延長　９０．０４メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 ６，０４９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

その他
この工事は、ＩＣＴ活用工事の試行対象工事である。詳細については、「ＩＣＴ活用試行工事
特記仕様書」を確認すること。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前９時５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治　　　

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

北九州市公告第６７０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年９月１５日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

１　工事概要
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
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工事名 割子川護岸工事（３－１）
工事場所 北九州市八幡西区市瀬二丁目
工事内容 工事延長　５０メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 ５，５５４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前９時１０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

北九州市公告第６７１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年９月１５日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

１　工事概要

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治　　　

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
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工事名 大膳１６号線道路改築工事（３－１）
工事場所 北九州市八幡西区大膳二丁目
工事内容 施工延長　１２９メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１５日まで
予定価格 ４，０４９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内にあること
。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
　に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前９時１５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

北九州市公告第６７２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年９月１５日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 北河内橋（北九州小竹線）橋梁補修工事（３－１）
工事場所 北九州市八幡東区大字大蔵ほか
工事内容 断面修復工　２．８６立法メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 ２，３８０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内にあること
。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
　に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前９時２０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第６７３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年９月１５日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。
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工事名 柄杓田地内雨水（その１）管渠築造工事
工事場所 北九州市門司区大字柄杓田

工事内容 既成ボックス　管渠
きょ

工（開削）　７５．４メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年７月３１日まで
予定価格 ９，０３２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年９月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１０月１２日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

８　入札の無
　効

北九州市上下水道局公告第１１４号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和３年９月１５日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼  尾　明  利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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９　その他

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
　中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
　る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９
注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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北九州市交通局管理規程第９号 

 北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程を

次のように定める。 

  令和３年９月１５日 

                 北九州市交通局長 福 本 啓 二   

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正 

する規程 

 北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程（昭和３９年北九州市交

通局管理規程第７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１から別表第３の２までを次のように改める。 
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響 町 ・

エ コ タ ウ ン

東 二 島 四 丁 目

黒 崎 バ ス

セ ン タ ー

縄
手

日 の 峯 入 口

学 研 都 市 北 口

花 野 路 中 央

花 野 路 西
花 美 坂

高 尾
水

巻
中

央

サ
イ

エ
ン

ス
パ

ー
ク

青
葉

小
学

校
前

青 葉 台 西 五 丁 目

青 葉 台 西

小
敷

公
民

館
前

響 灘 工 業

団 地 第 二

響 灘 工 業

団 地 第 四

響 灘 工 業

団 地 第 五

響 灘 工 業

団 地 第 一

東 小 石 町

若 松
区 役 所 前

ひ
び

き
の

東

ひ
び

き
の

南
一

丁
目

産
業

医
科

大
学

病
院

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

日
吉

台
ニ

丁
目

水 巻 町

図 書 館

頃 末 北 三 丁 目

水 巻 町 役 場

夢 工 房

下
二

の
ぞ

み
野

伊
左

座
小

学
校

入
口

二
町

住
入

口

八
所

神
社

福
岡

新
水

巻
病

院

塩
屋

三
丁

目

本
城

学
研

台
三

丁
目

学
研

都
市

ひ
び

き
の

陣
原

駅
北

口
夕

原
町

黒
崎

駅
前

ふ
れ

あ
い

通
り

折
尾

東
小

学
校

入
口

芦
屋

競
艇

場

小
倉

記
念

病
院

玄

関
前

山
鹿

郵
便

局
前

ひ
び

き
の

北

西 天 神

汐 入 の 里 前

ひ
び

き
の

西

ひ
び

き
の

南

相
坂

本
城

学
研

台
一

丁
目

本
城

小
学

校
前

ひ
び

き
の

運
動

場
前

ひ
び

き
の

教
員

宿
舎

前ひ
び

き
の

郵
便

局
前

本 城 小 学 校 前

芦 屋 中 央 病 院 下

学
研

大
通

り
西

黒
崎

駅

日
吉

台
郵

便
局

前

日
吉

台
一

丁
目

芦
屋

中
央

病
院

玄
関

前

浅
川

交
差

点

浅
川

小
学

校
前

浅
川

入
口

本
城

駅

穴 生 橋

小 倉 港 松 山 行 フ ェ リ ー の り ば

江
川

小
学

校
前

大
井

戸
町

西
園

町

栄
盛

川

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

畑
谷

町 畑
谷

町
１

号
公

園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

和
田

町
公

園

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

古
前

小
学

校
岬

ノ
山

公
園

下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

第
十

五
区

公
民

館

古
開

本
城

団
地

本 城 中 学 校 前

第
二

赤
崎

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

内
平

中
川

町

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

古
前

学
童

前

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大
池

町
公

園

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

安
養

寺
下

中
島

公
園

前

洞
北

中
学

校
入

口
畠

田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

若
松
商

業
高

校
前

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁

目
中

公
園

畠
田

一
丁
目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁

目
公

園

畠
田

二
丁

目
公

園

顕
照

寺
前

片
山

小
石

本
村

町
西

公
園

赤
崎

小
石

本
村

町
東

公
園

宮
前

町

迫 田 町

東 公 園 下

迫 田 町

西 公 園

小 石 小

学 校 前

内
平

尻
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

小 竹

折 尾 光 明

折 尾 出 張 所 前
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別
表

第
２

（
第

３
条

の
３

関
係

）

か
ん

ぽ
の

宿
北

九
州

　

岩
屋

　
岩

屋
入

口
　

　
　

西
小

石
町

 
　

　
　

　
北

湊
浄

化
セ

ン
タ

ー
前

  
　

内
平

尻
　

新
屋

敷

　
北

連
歌

浜
　

安
瀬

口
　

安
瀬

  
  

 第
二

北
湊

町
　

　
　

 八
光

丸
入

口
  

  
 第

一
北

湊
町

有
毛

  
 上

有
毛

北
浜

 波
打

町

  
 桜

町
  

  
  

  
産

業
医

科
大

学
若

松
病

院

  
 若

松
郵

便
局

前
　

稲
国

橋
 

畠
田

三
丁

目
  

鴨
生

田
  

  
  

  
　

中
川

町
四

丁
目

　
  

　
交

差
点

　
 ウ

イ
ン

グ
鴨

生
田

  
  

  
  

プ
ラ

ザ
前

  
小

学
校

前
  

 
島

郷
合

同
  

  
 

高
須

南
二

丁
目

　
　

高
須

交
番

前
庁

舎
前

  
  

 
  

 大
橋

通
り

　
明

治
町

　
銀

天
街

前

　
 本

町

　
 本

町
　

　
三

丁
目

御
開

　
　

　
第

三
二

島
　

 若
松

南
海

岸
通

り
  

  
若

松
図

書
館

前
　

　
東

中
島

若
松

渡
場

　
　

碇
地

　
　

十
字

路

古
開

　

  
 本

城
東

一
丁

目

  
 夜

越

は
特

定
路

線
  

 帯
田

  
  

 
は

運
賃

区
界

停
留

所
  

 
は

調
整

区
界

停
留

所
　

 本
陣

橋
区

数
は

、
乗

車
停

留
所

か
ら

最
初

の
運

賃
区

界
停

留
所

ま
　

　
　

  
　

 
で

を
１

区
と

し
、

次
の

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
を

２
区

と
し

、
以

後
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

ご
と

に
１

区
を

加
え

る
。

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大 鳥 居

千 畳 敷 海 岸 入 口

逆 水
逆 水 東 口

後
安 屋

坊 ヶ 渕

小 敷 橋

J パ ワ ー 電 源 開 発

ひ び き 学 園 入 口

脇 ノ 浦

鬼 ヶ 坂 入 口

外 小 竹

常 福 寺 入 口

椿 下

竜 光 の 滝

不 動 下

向 洋 中 学 校 前

第 一 二 島

高 稜 高 校 前

二 島 駅

小 石 本 村

中 畑

西 畑 町

第 二
東 畑 町

第 二 太 閤 水

折 尾 駅

折 尾 光 明

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

第 一
東 畑 町

折 尾 東 団 地

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

蜑 住 団 地

向 田 営 業 所

エ ス ト 本 町

東 口

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目
折 尾 出 張 所 前

学 研 都 市 北 口

東 小 石 町

若 松
区 役 所 前

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

折
尾

東
小

学
校

入
口

汐 入 の 里 前

今 光 峠

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

江
川

小
学

校
前

蜑 住 公 民 館 下

原 牟 田

蜑 住 入 口

払 川

唐 戸
鷺 田

鴨 生 田

第 二 二 島

塩 屋 入 口

二 島 郵 便 局 前

内
平

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

安
養

寺
下

中
島

公
園

前

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

栄
盛

川

第
二

赤
崎

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

大
井

戸
町

西
園

町

中
川

町
畑

谷
町 畑

谷
町

１
号

公
園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

第
十

五
区

公
民

館

石
峰

山
荘

宮
丸

公
園

第
二

十
四

区
公

民
館

宮
丸

一
丁

目

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

和
田

町
公

園

古
前

小
学

校
岬

ノ
山

公
園

下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

古
前

学
童

前
大

池
町

公
園

畠
田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁
目

中
公
園

畠
田

一
丁
目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁
目

公
園

畠
田
二

丁
目
公

園

顕
照
寺
前

片
山

若
松
商
業
高
校
前

赤
崎

宮
前

町

小 石 小

学 校 前

迫 田 町

西 公 園

迫 田 町

東 公 園 下

小
石

本
村

町

東
公

園
小

石
本

村
町

西
公

園
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

小 竹
竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

折 尾 駅 北 口
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別
表

第
３

（
第

１
４

条
の

２
関

係
）

か
ん

ぽ
の

宿
北

九
州

　
　

　
　

　
  

  
エ

コ
タ

ウ
ン

セ
ン

タ
ー

前
　

　
　

　
　

  
 響

灘
工

業
団

地
入

口
岩

屋
　

岩
屋

入
口

　
　

　
西

小
石

町

 
　

　
　

　
北

湊
浄

化
セ

ン
タ

ー
前

　
新

屋
敷

　
北

連
歌

浜
　

安
瀬

口
　

安
瀬

　
　

  
  

芦
屋

町
役

場
前

芦
屋

橋
　

　
　

　
山

鹿
　

 ｸ
ﾞﾘ

ｰ
ﾝ
ﾊ

ﾟｰ
ｸ

  
  

 第
二

北
湊

町
　

　
　

 八
光

丸
入

口
青

葉
台

交
差

点
  

  
 第

一
北

湊
町

芦
屋

中
学

校
前

有
毛

  
 上

有
毛

竹
並

北
浜

　
青

葉
台

南
自

衛
隊

前
 波

打
町

高
浜

町
芦

屋
総

合
  

 桜
町

体
育

館
前

  
  

  
  

産
業

医
科

大
学

若
松

病
院

鶴
松

団
地

  
 若

松
郵

便
局

前
浜

口
 

  
  

  
  

  
  

 後
水

飛
行

場
下

　
　

　
 　

　
青

葉
台

入
口

畠
田

三
丁

目

大
君

鴨
生

田
　

中
川

町
　

　
高

須
団

地
四

丁
目

　
　

交
差

点
　

 ウ
イ

ン
グ

大
城

鴨
生

田
プ

ラ
ザ

前
  

  
　

幸
町

江
川

橋
　

　
高

須
西

一
丁

目
  

  
 払

川
  

小
学

校
前

粟
屋

入
口

島
郷

合
同

  
  

　
浅

生
高

須
南

二
丁

目
　

　
高

須
交

番
前

庁
舎

前
  

 大
橋

通
り

　
明

治
町

  
  

　
通

り
粟

屋
　

銀
天

街
前

高
須

公
営

第
二

粟
屋

住
宅

前
　

　
 　

新
払

川
　

 本
町

　
 猪

熊
北

　
　

向
田

　
  

三
ツ

頭
　

　
 　

大
橋

　
 戸

畑
駅

　
 本

町
猪

熊
第

二
三

松
園

　
  

  
 高

須
南

一
丁

目
御

開
若

松
競

艇
場

　
　

三
丁

目
 　

 高
須

小
学

校
前

　
 　

　
 塩

屋
本

城
陸

上
　

　
第

三
二

島
　

 若
松

南
海

岸
通

り
　

第
二

三
松

園
競

技
場

前
  

  
若

松
図

書
館

前
　

  
  

 三
松

園
  

  
第

二
浅

川
橋

　
　

東
中

島
若

松
渡

場
紫

川
橋

　
五

月
　

  
 浅

川
橋

本
城

三
丁

目
　

　
碇

地

小
池

学
園

前
　

　
十

字
路

お
か

の
台

団
地

小
倉

駅
新

幹
線

口
　

８
棟

前
浅

川
学

園
台

　
光

貞
台

樋
口

お
か

の
台

団
地

浅
香

通
り

　
１

８
棟

前
 古

開
室

町
・
リ

バ
ー

ウ
ォ

ー
ク

お
か

の
台

団
地

　
千

代
ヶ

崎
入

口
　

　
三

丁
目

　
 本

城
西

団
地

  
  

本
城

東
　

八
坂

神
社

前
　

浅
川

台
三

丁
目

　
　

一
丁

目
　

　
　

米
町

  
 藤

原
　

 産
業

医
科

大
学

　
松

本
清

張
記

念
館

前
　

 病
院

入
口

力
丸

町
　

　
夜

越
梅

ノ
木

団
地

前
九

州
共

立
大

前
  

 本
城

西
市

営
住

宅
前

　
　

西
門

前
  

 帯
田

  
  

 
古

賀
大

浦
三

丁
目

大
浦

一
丁

目
  

 
水

巻
総

合
　

本
陣

橋
 運

動
公

園
前

　
 九

州
女

子
大

前
  

　
本

陣
橋
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宮
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 学
園

大
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黒

崎
四

丁
目

は
運
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区

界
停

留
所

　
　

熊
手

四
ツ

角
は
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整

区
界
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留

所

　
　

J
C

H
O

九
州

病
院

前
区

数
は

、
乗

車
停

留
所

か
ら

最
初

の
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

を
１

区
と

し
、

次
の

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
を

２
区

と
し

、
以

後
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

ご
と

に
１

区
を

加
え

る
。

吉
田

東
二

丁
目

吉
田
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ラ
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ン

ド

吉
田

東
四

丁
目

東
水

巻
駅

  
  

 大
膳

橋

　
稲

国
橋

石
峰

山
荘

宮
丸

公
園

第
二

十
四

区
公

民
館

宮
丸

一
丁

目

黒
崎

駅
北

口

中 鶴 四 丁 目

い
き

い
き

ほ
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る
水

巻
駅

南
口

梅
ノ

木

大 鳥 居

原 牟 田

蜑 住 入 口

塩 屋 入 口

払 川
唐 戸

鷺 田
鴨 生 田

千 畳 敷 海 岸 入 口

逆 水
逆 水 東 口

後
安 屋

坊 ヶ 渕

小 敷 橋

二 島 郵 便 局 前

J パ ワ ー 電 源 開 発

ひ び き 学 園 入 口

脇 ノ 浦

鬼 ヶ 坂 入 口

外 小 竹

常 福 寺 入 口
椿 下

竜 光 の 滝

不 動 下

向 洋 中 学 校 前

第 一 二 島

高 稜 高 校 前

二 島 駅

東 二 島 三 丁 目

日 吉 神 社 下

道 岸
童 子 丸

用 勺
今 光 峠

今 光
赤 島

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
和 田 町

若 松 警 察 署 前

岬 の 山

若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

小 石 本 村

中 畑

西 畑 町

第 二
東 畑 町

響 灘 工 業

団 地 第 三

折 尾 五 丁 目

頃 末
頃 末 小 学 校 前

日 吉 台 三 丁 目

日 吉 台 下

折 尾 四 丁 目

第 二 太 閤 水

洞 北 中 学 校 前

折 尾 駅

折 尾 駅 北 口

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

本 城 中 央

団 地

浅 川 二 丁 目

浅 川 学 園 台

入 口

光 貞 小 学 校 前

黄
枝

崎

三
菱

化
学

西
門

前

小
島

熊 西 一 丁 目

陣 の 原 三 丁 目

陣
原

駅
南

口

皇 后 崎

萩 原 団 地 下

熊 西 二 丁 目

勝 山 橋
魚 町

北 九 州 市 役 所 前

旦 過 橋

堺 町 公 園 前

第 一
東 畑 町

お か の 台

日 の 峯 公 園

日 の 峯

一 丁 目
浅 川 台

折 尾 東 団 地

蜑 住 公 民 館 下

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

東 本 陣 橋

柳
原

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

千 代 ヶ 崎

浅 川 中 学 校 前

蜑 住 団 地

竹
並

公
民

館
前

青 葉 台 西 二 丁 目

第 二 二 島

向 田 営 業 所

エ ス ト 本 町

東 口

青 葉 台 東

青 葉 台 中 央 公 園 前

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目

花 野 路 一 丁 目
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響 町 ・

エ コ タ ウ ン

東 二 島 四 丁 目

黒 崎 バ ス

セ ン タ ー

縄
手
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ひ
び
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丁
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台
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岡
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台
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台
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台
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光
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田
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原
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町
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松
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町
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池
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古
前

学
童

前

ひ
び

き
園

大
池

町
８
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花
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下

中
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公
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前
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学
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口
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鐘
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若
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業
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目
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園

畠
田

一
丁

目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁

目
公

園

畠
田

二
丁

目
公

園

顕
照

寺
前

片
山

小
石

本
村

町
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。
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脇 ノ 浦
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今 光 峠

今 光
赤 島

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
和 田 町

若 松 警 察 署 前

岬 の 山

若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

小 石 本 村

中 畑
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折 尾 五 丁 目

頃 末
頃 末 小 学 校 前

日 吉 台 三 丁 目

日 吉 台 下

折 尾 四 丁 目

第 二 太 閤 水

洞 北 中 学 校 前

折 尾 駅

折 尾 駅 北 口

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

本 城 中 央

団 地

浅 川 二 丁 目

浅 川 学 園 台

入 口

光 貞 小 学 校 前

黄
枝

崎

三
菱

化
学

西
門

前

小
島

熊 西 一 丁 目

陣 の 原 三 丁 目

陣
原

駅
南

口

皇 后 崎

萩 原 団 地 下

熊 西 二 丁 目

勝 山 橋
魚 町

北 九 州 市 役 所 前

旦 過 橋

堺 町 公 園 前

第 一
東 畑 町

お か の 台

日 の 峯 公 園

日 の 峯

一 丁 目
浅 川 台

折 尾 東 団 地

蜑 住 公 民 館 下

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

東 本 陣 橋

柳
原

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

千 代 ヶ 崎

浅 川 中 学 校 前

蜑 住 団 地

竹
並

公
民

館
前

青 葉 台 西 二 丁 目

第 二 二 島

向 田 営 業 所

エ ス ト 本 町

東 口

青 葉 台 東

青 葉 台 中 央 公 園 前

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目

花 野 路 一 丁 目

花 野 路 三 丁 目

響 町 ・

エ コ タ ウ ン

東 二 島 四 丁 目

黒 崎 バ ス

セ ン タ ー

縄
手

日 の 峯 入 口

学 研 都 市 北 口

花 野 路 中 央

花 野 路 西
花 美 坂

高 尾
水

巻
中

央

サ
イ

エ
ン

ス
パ

ー
ク

青
葉

小
学

校
前

青 葉 台 西 五 丁 目

青 葉 台 西

小
敷

公
民

館
前

響 灘 工 業

団 地 第 二

響 灘 工 業

団 地 第 四

響 灘 工 業

団 地 第 五

響 灘 工 業

団 地 第 一

東 小 石 町

若 松
区 役 所 前

ひ
び

き
の

東

ひ
び

き
の

南
一

丁
目

産
業

医
科

大
学

病
院

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

日
吉

台
ニ

丁
目

水 巻 町

図 書 館

頃 末 北 三 丁 目

水 巻 町 役 場

夢 工 房

下
二

の
ぞ

み
野

伊
左

座
小

学
校

入
口

二
町

住
入

口

八
所

神
社

福
岡

新
水

巻
病

院

塩
屋

三
丁

目

本
城

学
研

台
三

丁
目

学
研

都
市

ひ
び

き
の

陣
原

駅
北

口
夕

原
町

黒
崎

駅
前

ふ
れ

あ
い

通
り

折
尾

東
小

学
校

入
口

芦
屋

競
艇

場

小
倉

記
念

病
院

玄

関
前

山
鹿

郵
便

局
前

ひ
び

き
の

北

西 天 神

汐 入 の 里 前

ひ
び

き
の

西

ひ
び

き
の

南

相
坂

本
城

学
研

台
一

丁
目

本
城

小
学

校
前

ひ
び

き
の

運
動

場
前

ひ
び

き
の

教
員

宿
舎

前ひ
び

き
の

郵
便

局
前

本 城 小 学 校 前

芦 屋 中 央 病 院 下

学
研

大
通

り
西

黒
崎

駅

日
吉

台
郵

便
局

前

日
吉

台
一

丁
目

芦
屋

中
央

病
院

玄
関

前

浅
川

交
差

点

浅
川

小
学

校
前

浅
川

入
口

本
城

駅

穴 生 橋

小 倉 港 松 山 行 フ ェ リ ー の り ば

江
川

小
学

校
前

大
井

戸
町

西
園

町

栄
盛

川

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

畑
谷

町 畑
谷

町
１

号
公

園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

和
田

町
公

園

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

古
前

小
学

校
岬

ノ
山

公
園

下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

第
十

五
区

公
民

館

古
開

本
城

団
地

本 城 中 学 校 前

第
二

赤
崎

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

内
平

中
川

町

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

古
前

学
童

前

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大
池

町
公

園

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

安
養

寺
下

中
島

公
園

前

洞
北

中
学

校
入

口
畠

田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

若
松
商

業
高

校
前

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁

目
中

公
園

畠
田

一
丁
目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁

目
公

園

畠
田

二
丁

目
公

園

顕
照

寺
前

片
山

小
石

本
村

町
西

公
園

赤
崎

小
石

本
村

町
東

公
園

宮
前

町

迫 田 町

東 公 園 下

迫 田 町

西 公 園

小 石 小

学 校 前

内
平

尻
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

小 竹

折 尾 光 明

折 尾 出 張 所 前

（
点
線

で
囲

ん
だ

地
域

の
う
ち

、
若

松
渡

場
を
含

む
地

域
を

若
松

渡
場

地
域

と
し

、
折
尾

駅
を

含
む

地
域
を

折
尾

駅
地

域
と

す
る

。
）
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付 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程（以下「旧規

程」という。）の規定により発行された乗車券で、この規程の施行の際現に

効力を有するものは、改正後の北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施

行規程の規定により発行されたものとみなす。 

３ 前項に定めるもののほか、旧規程の規定により発行された乗車券の取扱い

については、別に管理者が定める。 
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正 誤 表  

 

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

令和３年 第４９５４号 ２ 将来負担比率

の項健全化判

断比率の欄中 

161.6 161.0 
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